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②申請の受付

③訪問調査・主治医意見書

④一次判定（コンピュータ判定）

⑦申請者へ認定結果を30日以内に通知（原則）

組合構成３市町
（新発田市、胎内市、聖籠町）

介護サービスを受けるために…

　お住まいの市町に申請すると、認定調査員が各家庭を訪問
し、認定調査を行い、その結果をもとにコンピュータで要介護
度を一次判定します。その後、この一次判定結果と主治医の意
見書等をもとに介護認定審査会で二次判定を行い、要介護度を
判定しています。

⑤審査判定（二次判定）
⑥判定結果を各市町へ通知

新発田地域広域事務組合
介護認定審査会

平成26年度審査実績
審査会259回開催

計7,522件

要介護認定の流れ

　当組合で共同処理してい
る各種事務を皆さんに知っ
てもらうため、シリーズで
紹介しています。
　第６回は「介護認定審査
会」についてです。

っ て る ？知
広域事務組合

「介護認定審査会」
第６回
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悲しい水難事故を防ぐために…！

１．子どもを自分の視界から離さない！
　事故は、保護者がちょっと目を離した隙に発生しています。
　水辺で遊ばせるときは、目を離さないようにし、子どもだけの水遊
びは止めさせましょう。

２．通学路や自宅周辺などの安全確認を！
　川、堰（せき）、用水路、ため池など、危険な場所を把握し、危険
と思われる場所を通るときには、特に注意するよう日頃から教えてお
きましょう。

３．なぜ危険なのか、理由を教える！
　危険な場所で遊んだり、水遊びをしている子どもを見たときは、直ち
にやめさせて「危険な理由」を教え、安全な場所で遊ばせましょう。

４．プールや海では…
　「悪ふざけ」は、やがてエスカレートして取り返しのつかない事故を
招きます。浮き輪を使っていても安心せず、厳しく監視し、適宜休憩
を取らせましょう。

海や河川での水遊びやキャンプなどを楽しむ
機会が増えるシーズンとなりました

水
難
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

　水辺の危険は、身近なところにあります。
　子どもを危険から守るため、ぜひ家族で
話し合い、悲しい水難事故を防ぎましょう！

平成26年水難救助出動件数
新発田地域広域消防管内　６件

広域消防①
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メールで119番通報が
できます

　新発田地域広域消防本部では、平成27年４月１日から
「メール119番システム」の運用を開始しました。

　メール119番システムとは、会話による119番通報が困難な聴覚また
は言語に障害のある方が、携帯電話やスマートフォン等を利用してメー
ルにより救急車や消防車の出動要請ができるものです。

利用可能な方
◎ 新発田市・胎内市・聖籠町に居住または通勤、通学し

　ている聴覚または言語に障害のある方。※登録制です

登録方法
◎ 「メール119番申込書」に記入の上、右記問い合わせ先

　にメールまたは持参して申込み下さい。

　※ 申込書は当広域消防本部ホームページからダウン

　　ロードできるほか、お近くの消防署、新発田市・胎

　　内市・聖籠町の福祉課及び社会福祉協議会に用意し

　　てあります。

申込み・問い合わせ
新発田地域広域消防本部　通信指令室

新発田市新栄町1-8-31
☎ 0254-22-1119

E-mail　tuusinsitu@shibata-kouiki.jp
または、お近くの消防署まで

問い合わせ
養護老人ホームあやめ寮 ☎ 0254-24-1581
養護老人ホームひめさゆり ☎ 0254-47-2223
障害者支援施設いじみの寮 ☎ 0254-22-4297
福祉型障害児入所施設いじみの学園 〃
救護施設ひまわり荘 ☎0254-47-3100
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布のご寄附を
お願いします

　福祉施設で清拭に使用す
る使い古しの綿衣類、シー
ツなどがご家庭にございま
したら、ご寄附をお願いい
たします。

広域消防② 会話による
通報が

困難な方！

施 設
祉福
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次号は平成27年12月発行の予定です。

市町によって配布日が異なります。「新発田地域広域

事務組合　広報」に関する皆さんからのご意見、ご感

想をお待ちしています。

編集・発行　新発田地域広域事務組合　事務局総務課企画財政係
　　　　　　〒９５７-００５３　新潟県新発田市中央町５-４-７
　　　　　　☎ ０２５４-２６-１５０１　　ＦＡＸ ０２５４-２３-５５８９
URL http://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/
E-mail kizai@shibata-kouiki.jp
印 刷 島津印刷株式会社 検 索検 索新発田広域

平成28年4月1日付採用

職 員 募 集
■ 募集内容

【新発田地域広域事務組合】
●消防士（公安職）…４人程度
●消防士（救急救命士）…２人程度
●一般事務…１人
●技術職員…若干名

【下越障害福祉事務組合】
　●社会福祉（支援員・指導員または介護員）
　　…３人程度

■ 申込書類

　申込書類等の用紙は下記にて配布しているほか、ホームページからもダウンロード可能です。

検 索検 索新発田消防

●消防士
新発田地域広域事務組合　消防本部　総務課
〒957-0063　新発田市新栄町1-8-31
☎ 0254-22-3789
URL　http://www.shibata-kouiki.jp/119/

検 索検 索新発田広域

●一般事務、技術職員、社会福祉
新発田地域広域事務組合　事務局　総務課

（下越障害福祉事務組合　共通）
〒957-0053　新発田市中央町5-4-7（広域合同庁舎）
☎ 0254-26-1501
URL　http://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/

■ 申込・問い合わせ

のお知らせ

■ 受験資格

■ 試験日程（第１次試験）

●技術職員
平成27年９月  6日（日）

●消防士（２日目）、一般事務、社会福祉
平成27年９月20日（日）

※第２次試験については第１次試験合格者に通知します。

●消防士（１日目）
平成27年９月19日（土）

●消防士（公安職） ●消防士（救急救命士） ●一般事務 ●技術職員 ●社会福祉

　平成３年４月２
日から平成10年４
月１日までに生ま
れ、高校卒業以上
の学力を有する人

　平成３年４月２日か
ら平成10年４月１日
までに生まれ、高校卒
業以上の学力を有し、
救急救命士資格を有す
る人

　昭和60年４
月２日以降に生
まれ、高校卒業
以上の学力を有
する人

　昭和45年４月２日から昭
和55年４月１日までに生ま
れ、廃棄物処理施設に10年
以上勤務した人、または５年
以上勤務し、廃棄物処理施設
技術管理者講習を修了した人

　昭和60年４月２
日以降に生まれ、
高校を卒業し、社
会福祉主事任用資
格、保育士資格等
の資格を有する人

※採用の日までに卒業、修了、資格取得する見込みの人を含みます。詳細は組合ホームページをご覧ください。

■ 受付期間

●消防士……平成27年７月10日（金）～７月15日（水）
●一般事務、技術職員、社会福祉……平成27年７月10日（金）～８月３日（月）


